
 福知山市公告第１１１号 

 

 福知山市街路灯・公園灯ＬＥＤ照明化事業について公募型プロポーザルを実施する

ので、次のとおり参加希望者を募集する。 

 

 

  令和２年１１月２日 

 

 

福知山市長  大 橋 一 夫 

 

１ 業務の概要 

（１）事業名 

   福知山市街路灯・公園灯ＬＥＤ照明化事業業務委託 

（２）履行場所 

   福知山市内 

（３）事業内容 

   別に定める「福知山市街路灯・公園灯ＬＥＤ照明化事業募集要領」（以下「募集

要領」という。）のとおり 

（４）履行期間 

   ＬＥＤ照明への改修等期間 

   契約締結日から令和３年６月３０日まで 

ＬＥＤ照明等リース期間 

令和３年７月１日から令和１３年３月３１日まで 

２ 応募条件 

（１）応募者 

  ア 応募者は、本事業を行う能力を有する単独企業又はグループ（複数の企業の

共同体）とする。 

  イ グループで応募する場合は、統括役割を担う代表者を１者選定し、その代表

者が本市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。 

  ウ グループで応募する場合は、参加表明時は、応募者の構成員全てを明らかに

し、各々の役割分担を明確にする。 

  エ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に必要な諸手続を行うほか、優先交渉

権者となった場合は、契約等に係る諸手続を行う。 

  オ 応募者は、次の役割の全てを担い、グループの場合は必ず各構成員が以下の

役割を分担する。 

   （ア）統括役割：本市の対応窓口となり、契約等諸手続等を行い、業務遂行の

責を負うものとする。 

（イ）調査役割：現地調査を実施し、導入計画を策定する。 



（ウ）施工管理役割：導入計画に基づき、施工に関する業務を実施する。 

（エ）維持管理役割：契約期間内の維持管理業務を実施する（グループの場合

は、施工管理役割との兼務も可とする。）。 

（２）応募者の資格 

   応募者の資格要件は次のとおりとする。 

なお、グループの場合、グループとしてこれらの要件を満たすこと。 

  ア 応募者又は応募者の構成員（以下「応募者等」という。）のいずれかは本市の

令和２年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿（以下「入札参加

名簿」という。）登録業者であること。 

  イ 応募者等のいずれかは、令和２年４月１日において、京都府内に本店、支店

又は営業所があること。 

  ウ 応募者等のいずれかは、品質マネジメントシステムＩＳＯ９００１、環境マ

ネジメントシステムＩＳＯ１４００１又はこれらに類する認証を取得している

こと。また、データ整備を行う事業者についてはプライバシーマークの認定（Ｊ

ＩＳＱ１５００１）かつ「情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）

適合性評価制度における認証（ＪＩＳＱ２７００１）又はこれらに類する認証

を全社（全部署）にて取得していること。 

  エ 応募者等は、参加表明書及び資格確認に必要な書類により、本募集要領の内

容を充分に遂行できると認められる者であること。 

  オ 応募者等は、普通地方公共団体において、本件同様の街路灯等のＬＥＤ照明

化事業の履行実績があり、かつ、１事業当たり２，０００灯以上の実績を有し

ていること。 

  カ 応募者等又は施工管理役割会社については、建設業法（昭和２４年法律第  

１００号）第３条の規定による電気工事に係る特定建設業許可を有しているこ

と。また、同法第２６条の規定による電気に係る監理技術者を持つ者を配置す

ること。 

  キ 応募者等は、各種対策により、対象施設のエネルギー削減量を提案できる者

であること。 

  ク 応募者等は、事業運営・維持管理を円滑に行うため迅速に対応ができること。 

（３）応募資格の制限 

   次に掲げる者は、応募者等となることはできない。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

する者 

  イ 福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱（平成１５年福知山市告示第

１３７号）に定める指名停止基準その他国等契約実務機関が定める指名停止基

準に基づく指名停止の措置期間中の者 

  ウ 公告の日から過去３か月以内に本市から契約解除をされた者 

  エ 本募集要領の配布の日から提案書提出日までの期間に、建設業法第２８条第

３項又は第５項の規定による営業停止の処分を受けている者 



  オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

に該当するほか、次に掲げる者に該当する者 

（ア）法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

（イ）法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の

者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 

（ウ）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

与える目的をもって暴力団の利用等をしている者 

（エ）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（オ）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（カ）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している

者 

（キ）暴力団及び（ア）から（カ）までに定める者の依頼を受けて企画提案に

参加しようとする者 

カ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく民事再生

手続開始の申立てをしている者 

キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定

による更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によ

ることとされている更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係わる同法によ

る改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」という。）第

３０条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。（以下「更

生手続開始の申立て」という。）をしている者又は更生手続開始の申立てをなさ

れている者。ただし、同法第４１条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件

に係わる旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者がその者に係

る同法第１９９条第１項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係わる旧法に

基づく更生計画認可の決定を含む。）があった場合に当たっては、更生手続開始

の申立てをしなかった者又は更生手続の申立てをなされなかった者とみなす。 

  ク 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅

かすおそれのある団体に属する者に該当すること。 

  ケ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業の公正な進行を妨げる者。若

しくは妨げた者 

コ 国税又は地方税を滞納している者 

サ 契約前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者及び手形交換所によ

る取引停止処分を受けた者で、当該処分の日から２年を経過していない者 

（４）市内工事事業者の活用 

事業者及び維持管理役割会社は、ＬＥＤ照明を良好な状態に保つため、障害発

生時等に緊急対応が必要となることから、入札参加名簿で「電気」に登録されて

いる者のうち、福知山市内に本社又は本店を有する者を選定すること（複数可）。 



３ 参加手続等 

（１）募集要領の配布 

  ア 配布期間 

    令和２年１１月２日（月）から令和２年１１月３０日（月）まで 

  イ 配布場所及び受付場所 

    福知山市ホームページ事業者向け情報からダウンロードにより交付する。 

（２）参加表明書等の提出 

   本プロポーザルへの参加を希望する者は、アからシまでの書類を期限までに提

出すること。 

ア 参加表明書 

イ グループ構成表 

ウ 印鑑証明書 

エ 商業登記簿謄本 

オ 納税証明書 

カ 財務諸表 

キ 会社概要 

ク 建設業の許可証明書の写し 

ケ リース関連事業実績一覧表 

  コ 各資格者免許証の写し 

サ 監理技術者免許証の写し 

シ 暴力団に関与のない旨の誓約書兼承諾書 

（この号ウからオまでについては、受付日前３か月以内に発行されたものとする。） 

ス 提出期限 

  令和２年１１月２日（月）から令和２年１１月３０日（月）まで 

（受付時間は、開庁日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

   （提出期限後に持参した応募書類は、受け取らない。） 

  セ 提出場所 担当部署に提出すること。 

  ソ 提出部数 １０部（正１部、副９部） 

  タ 提出方法 持参 

（３）応募資格要件の確認及び提案要請 

   参加を希望した者の応募資格要件を確認し、次のとおり審査結果を通知する。 

  ア 通知日 

    令和２年１２月２日（水） 

  イ 通知方法 

    本市の封書にて参加希望者（グループの場合は代表者）に通知する。また、

資格要件を満たした応募者に対しては、提案書の提出を要請する 

４ 提案書等提出手続等 

（１）資料の配布 

  ア 配布期間 



    令和２年１２月４日（金）から令和２年１２月１８日（金）まで 

  イ 配布場所 

    担当部署において配布及び供覧する。 

（２）提案書等の提出 

前項第３号において、提案書の提出要請を受けた者は、アからスまでの書類を

期限までに提出すること。 

  なお、各提出書類（「提案書提出届」を除く。）には、会社名（グループ名）、住

所、氏名、ロゴマーク等、参加者を特定できる表示は一切付してはならない。 

  ア 提案書提出届 

イ 提案総括書 

ウ 調査業務提案書 

エ 街路灯等管理台帳に関する提案書 

オ 使用機器提案書 

カ 事業資金計画書 

キ 維持管理提案書 

ク 緊急時対応提案書 

ケ 施工・廃棄計画書 

コ 契約終了後の対応 

サ 市内業者の活用 

シ 事業効果提案書 

ス その他提案書 

セ 提出期限 

  令和２年１２月７日（月）から令和２年１２月１８日（金）まで 

（受付時間は、開庁日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

   （提出期限後に持参した提案書類は、受け取らない。） 

  ソ 提出場所 担当部署に提出すること。 

  タ 提出部数 １０部（正１部、副９部） 

  チ 提出方法 持参 

５ 評価方法等 

（１）評価基準 

   別に定める「評価基準表」のとおり。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

   提案書等について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。時間及び

場所については、別途通知する。 

（３）評価方法 

   提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングについて、評価基準に基づいて、

外部有識者の意見（採点等）を聴取したうえで評価する。 

６ 選定結果の通知・公表 

  候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、選定結果



通知日翌営業日に、福知山市ホームページにおいて公表する。 

７ その他 

（１）本募集において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は測量法に定

めるものとし、全て横書きとする。 

なお、原則としてフォントはＭＳ明朝体１２ポイントで統一すること。 

（２）応募に関し必要な費用は、応募者等の負担とする。 

（３）提出書類の著作権は、それぞれの応募者等に帰属するが、提出書類は返却しな

い。 

なお、本市は応募者等に無断で本事業提案募集以外の目的で提出書類を使用す

ることはない。 

（４）提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本

国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デ

ザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任

は、応募者等が負うものとする。 

（５）本市が提供する資料は、応募者等に係る検討以外の目的で使用してはならない。 

（６）その他本プロポーザルの詳細については、募集要領を確認すること。 

８ 担当部署及び問合先 

  〒６２０－８５０１ 京都府福知山市字内記１３番地の１ 

  福知山市 建設交通部 道路河川課 

  電話 ０７７３－２４－７０５４   ＦＡＸ ０７７３－２３－６５３７ 

  メールアドレス：dourokasen■city.fukuchiyama.lg.jp 

  ホームページ：https://www.city.fukuchiyama.lg.jp 

  ※Ｅメールを利用する場合は、■を＠に置き換えること。 


